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ひたちなか市条例第   号  

 

 

ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例  

 

 

ひたちなか市手数料条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改正する。  

 

別表第１の２の部（１）の款中「４５０円」の次に「（多機能端末機を利用して交

付することができる証明書を多機能端末機により交付する場合においても，同額と

する。）」を加える。  

 

 

付  則  

この条例は，令和６年１１月１５日から施行する。  
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ひたちなか市手数料条例新旧対照表 

旧 新 備考 

別表第１（第２条関係） 

区
分 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

略 略 略 略 

２ 

戸
籍 

（１） 戸籍法（昭和２２年法律

第２２４号）第１０条第１

項並びに第１０条の２第１

項及び第３項から第５項ま

での規定に基づく戸籍の謄

本若しくは抄本の交付又は

同法第１２０条第１項若し

くは第１２０条の２第１項

の規定に基づく戸籍証明書

の交付（同法第１０条の２

第２項の規定に基づく戸籍

証明書の交付を除く。） 

戸籍の謄本若し

くは抄本又は戸

籍証明書交付手

数料 

１通につき ４５０円 

（２）～（８） 略 略 略 

略 略 略 略 
 

別表第１（第２条関係） 

区
分 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

略 略 略 略 

２ 

戸
籍 

（１） 戸籍法（昭和２２年法律

第２２４号）第１０条第１

項並びに第１０条の２第１

項及び第３項から第５項ま

での規定に基づく戸籍の謄

本若しくは抄本の交付又は

同法第１２０条第１項若し

くは第１２０条の２第１項

の規定に基づく戸籍証明書

の交付（同法第１０条の２

第２項の規定に基づく戸籍

証明書の交付を除く。） 

戸籍の謄本若し

くは抄本又は戸

籍証明書交付手

数料 

１通につき ４５０円

（多機能端末機を利用

して交付することがで

きる証明書を多機能端

末機により交付する場

合においても，同額と

する。） 

（２）～（８） 略 略 略 

略 略 略 略 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参考資料 
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